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告　　　　　示

○指定自立支援医療機関（育成医療及び更生医療
　）の指定……………………………………………（障がい福祉課）３
○指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定…（　　〃　　）３
○指定自立支援医療機関（精神通院医療）の所在
　地の変更……………………………………………（　　〃　　）３
　　　公　　　告
○土地改良区の定款変更の認可……………………（農村整備課）３
　　　雑　　　報
○宮崎県市町村職員共済組合の令和４年度の決算
　の要旨…………………………………………………………………４
　　　正　　　誤
○令和５年３月31日付け県公報（号外第28号）中…………………５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○宮崎県財務規則の一部を改正する規則………………（財政課）１
　　　告　　　示
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止の届出…（福祉保健課）１
○生活保護法に基づく医療機関の指定……………（　　〃　　）２
○生活保護法に基づく指定医療機関の指定の辞退…（　　〃　　）２
○生活保護法に基づく指定介護機関（居宅介護事
　業所）の廃止………………………………………（　　〃　　）２
○指定居宅サービス事業者の指定…………………（長寿介護課）２
○指定介護予防サービス事業者の指定……………（　　〃　　）２

規　　　　　則

　宮崎県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第33号
　　　宮崎県財務規則の一部を改正する規則
　宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（予算執行の伺い及び合議等）
第54条　［略］
２　部局において次に掲げる経費に係る予算執行伺又は債務負担行
　為をするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、
　第３号から第５号まで及び第７号に掲げる経費のうち宮崎県事務
　決裁規程（昭和40年訓令第１号）に定める次長及び課長の専決す
　べきものに係る予算執行伺については、この限りでない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　委託料（診療報酬の審査及び支払事務に係る委託料を除く
　　。）

　（４）　使用料及び賃借料（会場借上料、自動車駐車料、道路使用
　　料、日本放送協会受信料及び自動更新された事務用機器の賃貸
　　借契約に係るものを除く。）
　（５）〜（13）　［略］
３〜５　［略］

　（予算執行の伺い及び合議等）
第54条　［略］
２　部局において次に掲げる経費に係る予算執行伺又は債務負担行
　為をするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、
　第３号から第５号まで及び第７号に掲げる経費のうち宮崎県事務
　決裁規程（昭和40年訓令第１号）に定める次長及び課長の専決す
　べきものに係る予算執行伺については、この限りでない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　委託料（長期継続契約に係るもののうち契約初年度の翌年
　　度以降のもの並びに診療報酬の審査及び支払事務に係るものを
　　除く。）
　（４）　使用料及び賃借料（会場借上料、自動車駐車料、道路使用
　　料、日本放送協会受信料及び長期継続契約に係るもののうち契
　　約初年度の翌年度以降のものを除く。）
　（５）〜（13）　［略］
３〜５　［略］

　　　附　則
　この規則は、令和５年７月１日から施行する。

宮崎県告示第 458号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２（第55条第２項
において準用する同法第50条の２）（中国残留邦人等の円滑な帰国
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名　　称 所　　在　　地 指定年月日

さくら薬局 北諸県郡三股町大字樺
山字中原5036番地90

令和５年３月１日

医療法人川原眼科 児湯郡新富町大字上富
田3340番地１

令和５年４月１日

京町共立クリニッ
ク

えびの市大字向江 508
番地

令和５年４月１日

さんさんクリニッ
ク

えびの市大字永山1059
－７

令和５年５月１日

名　　称 所　　在　　地 廃止年月日

さくら薬局 北諸県郡三股町大字樺
山字中原5036番地90

令和５年２月28日

川原眼科 児湯郡新富町大字上富
田3340番地１

令和５年３月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 460号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第51条第１項（第55条第２
項において準用する同法第51条第１項）（中国残留邦人等の円滑な

名　　称 所　　在　　地 辞退年月日

京町共立病院 えびの市大字向江 508
番地

令和５年３月31日

西元眼科医院 都城市中原町41街区８
号

令和５年５月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 461号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第５項において
準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による
ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介
護事業所）から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

居宅介護事業者 居宅介護事業所
廃　止
年月日名　称 主たる事務

所の所在地 名　称 所在地

京町共立病
院　介護医
療院

えびの市大
字向江 508
番地

医療法人芳
徳会

えびの市大
字向江 508
番地

令和５年
３月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 462号
　介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定に
より、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定をした。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

介 護 保
険 事 業
所 番 号

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者 指　定

年月日

サービスの

種　　　類名　　　称 所　在　地 名 称 又
は 氏 名

主たる事務
所の所在地

4570401598 訪問介護事業所　
フルール

宮崎県日南市東弁
分甲2546番地３

合同会社フルール 宮崎県日南市中平
野１丁目８番地26

令和５年５月１日 訪問介護

4570501165 訪問介護ステーシ
ョン　ハート

宮崎県小林市野尻
町東麓3409番地７

合同会社ＩＫＳ 宮崎県小林市野尻
町東麓3409番地７

令和５年５月１日 訪問介護

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自
立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項におい
てその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、指定医
療機関は、その指定を辞退した。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 463号
　介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定に
より、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指定をした。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 459号　　
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条（中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、
医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のと
おり指定した。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてそ
の例によるものとされた場合を含む。）の規定により、指定医療機
関から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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介 護 保
険 事 業
所 番 号

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者 指　定

年月日

サービスの

種　　　類名　　　称 所　在　地 名 称 又
は 氏 名

主たる事務
所の所在地

4570601148 株式会社サン・ル
ーム　日向営業所

宮崎県日向市財光
寺長江 426番地１

株式会社サン・ル
ーム

宮崎県延岡市平田
町2347番地

令和５年５月１日 介護予防訪問入
浴介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 464号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第54条第２項の規定により、育成医療及び
更生医療を行う指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　称 所在地 担当する医療
の種類

指　定
年月日

エンジェル訪問看護ステ
ーション

都城市 訪問看護 令和５年
６月１日

カエル訪問看護ステーシ
ョン

日南市 訪問看護 令和５年
６月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 465号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第54条第２項の規定により、精神通院医療
を行う指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　称 所在地 担当する医療
の種類

指　定
年月日

医療法人伸和会延岡共立
病院

延岡市 精神通院医療 令和５年
６月１日

くるみ薬局 日向市 薬局 令和５年
６月１日

訪問看護ステーションポ
パイ

宮崎市 訪問看護 令和５年
６月１日

エンジェル訪問看護ステ
ーション

都城市 訪問看護 令和５年
６月１日

カエル訪問看護ステーシ
ョン

日南市 訪問看護 令和５年
６月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 466号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第64条の規定により、精神通院医療を行う
指定自立支援医療機関の所在地の変更について次のとおり届出があ
った。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　称 所在地
所在地 変　更

年月日変更前 変更後

訪問看護ステ
ーションわす
れな草

宮崎市 宮崎市大字
赤江 205第
２関屋コー

宮崎市学園
木花台南３
丁目30番地

令和５年
３月１日

ポ 101 ５

公　　　　　告

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、百町原土地改良区（日向市）から令和４年９月６日付けで申請の
あった定款の変更を認可した。
　　令和５年６月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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雑　　　　　報
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正　　　　　誤

ページ 行 誤 正

１ ７ 宮崎県規則第28号 宮崎県規則第29号

　令和５年３月31日付け県公報（号外第28号）中
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